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主要な事業内容、主要な営業所および工場

パ フ ォ ー マ ン ス
ラ ン ニ ン グ

ランナーが快適に走ることができ、優れたパフォーマンスを発揮できるように機
能性をもたせたランニングシューズを展開するカテゴリー

コアパフォーマンス
ス ポ ー ツ

陸上競技、テニス、バレーボールなどの競技スポーツ用のシューズを展開するカ
テゴリー

ア パ レ ル ・
エクィップメント

アシックスブランドで、競技用ウエアや運動前後に着用するアパレル及びアクセ
サリーを展開するカテゴリー

スポーツスタイル スポーツテクノロジーと洗練されたスタイルを融合させたライフスタイル向けの
シューズやアパレルを展開するカテゴリー

オニツカタイガー
社名をアシックスとする1977年まで、かつて競技用だったシューズを、2002
年に洗練されたスタイルを求めてスポーティなファッションブランドとして復刻
したブランドを展開するカテゴリー

主要な事業内容

各種スポーツ用品等の製造及び販売

名 称 所 在 地
本店 兵庫県神戸市
アシックススポーツ工学研究所 兵庫県神戸市

会 社 名 所 在 地
ア シ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社 東京都江東区
ア シ ッ ク ス 商 事 株 式 会 社 兵庫県神戸市
ア シ ッ ク ス ア メ リ カ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 米国
ア シ ッ ク ス ヨ ー ロ ッ パ B.V. オランダ
亞　瑟　士　（中　国）　商　貿　有　限　公　司 中国
ア シ ッ ク ス オ セ ア ニ ア PTY.LTD. オーストラリア
ア シ ッ ク ス ア ジ ア PTE.LTD. シンガポール
ア シ ッ ク ス ブ ラ ジ ル リ ミ タ ー ダ ブラジル
山 陰 ア シ ッ ク ス 工 業 株 式 会 社 鳥取県境港市
ア シ ッ ク ス ア パ レ ル 工 業 株 式 会 社 福井県越前市

主要な営業所及び工場

①当社

②重要な子会社
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従業員の状況、会社の新株予約権等に関する事項

区　　　　　　　　分 従　　業　　員　　数 前 期 末 比 増 減 数
日 本 地 域 1,351名 ［ 321名］ 121名減 ［ 39名減］
北 米 地 域 1,206名 ［ 193名］ 108名減 ［ 24名減］
欧 州 地 域 1,584名 ［ 187名］ 28名増 ［ 43名増］
中 華 圏 地 域 1,289名 [ 85名] 156名増 [ 21名増]
オ セ ア ニ ア 地 域 308名 ［ 315名］ 34名増 ［ 68名増］
東 南 ・ 南 ア ジ ア 地 域 526名 ［ 69名］ 87名増 ［ 3名増］
そ の 他 地 域 713名 ［ 5名］ 83名増 ［ 14名減］
全 社 （ 共 通 ） 等 2,010名 ［ 284名］ 99名減 ［ 78名減］

合　　　計 8,987名 ［1,459名］ 60名増 ［ 20名減］

従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に年間平均人員数を外数で記載しております。

区 分
(発行決議の日)

新株予約権
の 総 数

新株予約権の
目的である株
式 の 種 類
及 び 数

新株予約権
の払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

新株予約権を
行使すること
ができる期間

新株予約権の
行使の条件 保 有 人 数

第６回新株予約権
(2018年４月20日) 95個 当社普通株式

38,000株
1株当たり
1,786円 1株当たり1円 2021年5月19日から

2048年5月18日まで (注)１、２
当社取締役
2名

(社外取締役を除く)

会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日において当社役員が有する新株予約権等の内容の概要

（注）１. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。
２. その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別
途定めております。

３. 2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。これにより、新株予約
権の目的である株式の数は調整されております。

(2) 当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会計監査人の状況

内容 支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 82百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 131

会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約におきましては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品
取引法上の監査に対する報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金
額はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資
料を入手しかつ報告を受け、前事業年度の監査計画と監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の
監査計画における監査時間・配員計画及び報酬額の見積もりの相当性について判断した結果、会社法
第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である合
意された手続業務を委託しております。

(4) 会計監査人以外の公認会計士等が実施している重要な子会社の計算関係書類の監査

　該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人について会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると監査等委員会が判
断した場合、または会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査等委員会
が会計監査人の監査能力に問題があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会
の目的とすることとします。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制

(1) 内部統制基本方針
　当社グループは、企業精神である「ASICS SPIRIT」、「アシックスCSR方針」及び「コーポレートガ
バナンス基本方針」に則り、会社法及び会社法施行規則に基づいて、以下のとおり、当社グループの業
務の適正を確保するための体制を整備いたします。

（ⅰ）企業活動の基本方針
　当社グループは、「ASICS SPIRIT」に掲げた創業哲学､「健全な身体に健全な精神があれかし
－"Anima Sana In Corpore Sano"」を基本に、ビジョン「Create Quality Lifestyle through 
Intelligent Sport Technology－スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイル
を創造する」の実現に向けて、以下の「アシックスの理念」をもって事業運営を行う。

・スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する
・私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する
・健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元す

る
・個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する

（ⅱ）当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

　当社グループは、上記の基本方針を根底におき、主として遵法活動及び企業倫理の観点から企業
行動のあり方を、「アシックスCSR方針」に定めるとともに、これを役員及び使用人一人ひとりの
行動に具体化した「アシックスグローバル行動規範」及びグローバルポリシーを制定し、すべての
人々から受け入れられ尊敬される企業行動のための基本とする。
　「アシックスCSR方針」、「アシックスグローバル行動規範」及びグローバルポリシーの徹底を
図るため、グローバルコンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、当社グ
ループのコンプライアンスへの取組みを総合的、横断的に統括するとともに、役員及び使用人が適
正な業務運営にあたるよう補佐し、研修等を通して教育、指導等を行う。
　内部監査部門は、社長の直轄組織とし、単独であるいは監査等委員会・会計監査人と連携して、
当社グループのコンプライアンスの状況等を監査し、社長、各取締役、執行役員並びに監査等委員
会または監査等委員会が選定する監査等委員（以下、「選定監査等委員」という。）に直接報告を
行う。
　当社グループは、「グローバル内部通報方針」に基づき、当社グループを対象としたグローバル
内部通報システムを置き、役員及び使用人並びにビジネスパートナーが「アシックスCSR方針」、
「アシックスグローバル行動規範」及びグローバルポリシーを逸脱する行為を知り、その他コンプ
ライアンスに関する重要な事実を発見した場合、通報窓口において、専用メール、電話、手紙など
での連絡・相談を受け付け、コンプライアンス委員会が事態の迅速な把握及び是正を行う。コンプ
ライアンス委員会は、状況を適宜、監査等委員会または選定監査等委員に報告する。なお、通報者
に対しては不利益な取扱を行わない。
　また、当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の
関係をもたない。
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業務の適正を確保するための体制

（ⅲ）当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程等において、また、担当業務の委嘱
等により、責任者及びその責任、執行手続等を明確に制定し、代表取締役及び執行役員に業務執行
を行わせる。
　代表取締役及び執行役員は、取締役会において制定された長期ビジョン、中期経営計画及び各事
業年度の経営計画に基づき、全社的な目標設定を行うとともに各部門及び各子会社の具体的目標を
設定し、月次、四半期毎の業績管理を行う。
　取締役会は、定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務
執行に関する一定の事項の決定を行うとともに、代表取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等
を行う。
　当社は、取締役会決議事項その他当社グループの経営に関する重要事項の審議を行い、取締役会
の機能強化と経営の機動的な意思決定を行うため、会長、社長、執行役員、統括部長及び社長が指
名した者を出席者とする経営会議を定例的に開催する。
　また、グローバル視点から全体最適を議論する場として、年２回、本社役員と全ての地域事業会
社のCEOが参加する「グローバルサミット」を開催する。当社は、事業規模拡大とグローバルレ
ベルでの経営環境変化に対応するため、当該会議体や執行役員制度により、経営のスピードアップ
と業務執行体制の強化を行う。

（ⅳ）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループは、リスクマネジメント規程に基づき、社長を委員長とするリスクマネジメント委
員会及びリスクマネジメントチームを設置する。リスクマネジメント委員会は、危機発生の回避及
び危機発生時の損失を最小化するために、ビジネス戦略に伴う優先して対応すべきリスクの特定と
担当部門を決定し、リスクを総括的に管理する。また、その活動を取締役会に年２回報告する。各
部門から選出されたリスクオーナーは、担当するリスクに対する低減アクションをリードし、進捗
管理を行う。リスクマネジメントチームは、リスクマネジメント全体が有効かつ適切に行われるよ
うモニタリングする。
　当社グループは、クライシスマネジメント規程に基づき、危機管理担当役員を設置する。危機管
理担当役員は、危機に発展する可能性のある事件及び事故を認知した際には、同規程に定められた
方法及び経路で速やかに会長・社長へ報告を行うとともに、同規程にあらかじめ定められた緊急事
態レベルに応じて、危機対策本部を設置する。また、危機管理担当役員は、危機対策方針とコミュ
ニケーション戦略等を決定し、対外交渉及び公表を統括し、対策・改善策等の実施を指揮する。
　内部監査部門は、定期的にリスク管理状況を監査する。

（ⅴ）当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社グループは、法令、社内規程に基づき、業務執行に係る情報、議事録及び関連資料、その他
の重要な情報・文書等の保存を行う。取締役、監査等委員会及び選定監査等委員は、常時これらの
文書を閲覧できる。また、情報管理については、グローバル情報セキュリティポリシーなど情報管
理に関する社内規程に基づいて行う。
　職務権限規程に基づく稟議決裁事項に関しては、申請内容と決裁状況を電子化により可視化し、
決裁権限保有者の決裁の記録を電子データで保存する。

（ⅵ）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社グループ各社の業務執行の適正を確保し、グループの総合力の発揮と統制を行うため、当社
執行役員または担当部門責任者等がグループ各社の取締役、監査役または各部門責任者等に就任す
ることとする。当社グループ各社の取締役会においては、重要事項の決定と業務執行状況の報告を
行うが、グローバルレベルでのグループ全般に関わる重要な事項及び各社の経営計画については、
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業務の適正を確保するための体制

当社に報告し、承認を得なければならないこととする。また、当社グループ各社の代表者は、当社
の基準に準拠して各社が定めた職務権限規程に基づき、効率的に業務運営できる権限と責任を有す
るが、当社が定める個別の重要な事項については当社に報告し、承認を得なければならないことと
する。
　内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を行い、当社グループの業務全般についての統
制状況等の監査を実施し、社長、取締役及び執行役員並びに監査等委員会または選定監査等委員に
直接報告を行う。
　また、財務報告の適正性を確保するため、当社グループにおける財務報告に係る内部統制システ
ムの整備、運用状況の定期的･継続的評価、維持向上の仕組みを構築する。

（ⅶ）監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項及び当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性等に関する事項

　監査等委員及び監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の下に監査等委員会事務局を
設置する。
　監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に基づき、各部門及び各子会社に対して、監査等に
必要な情報の提供を求めることができる。監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に基づき、
内部監査部門及び子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査等に関する情報共有を補助する。
　また、監査等委員会事務局の使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人事異動、人事考課及び
懲戒処分は、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

（ⅷ）当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告す
るための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びにその他監査等委員会の監査等が
実効的に行われることを確保するための体制

　選定監査等委員は、取締役会・経営会議・リスクマネジメント委員会などの重要会議への出席及
び当社グループの役員及び使用人との情報交換並びに稟議書・報告書等の閲覧を通じて、当社グル
ープ経営全般の状況を把握する。また、監査等委員会は、会計監査人との協議を適宜行うととも
に、以下の事項について適宜、取締役（監査等委員である取締役を除く。）または取締役会から報
告を受けることとする。

・取締役・使用人の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上
の問題

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・重要な情報開示事項
・グローバル内部通報システムに通報された事実等

　当社グループは、役員及び使用人が監査等委員会及び選定監査等委員からの情報提供依頼に対
し、迅速かつ円滑に情報提供することができる体制を整えるとともに、情報提供をした役員及び使
用人に対しては不利益な取扱を行わない。
　当社は、監査等委員会または監査等委員からの求めに応じ、監査等委員の職務の執行（監査等委
員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用（弁護士、公認会計士等の外部専門
家から助言を得るための費用を含む。）の前払または償還並びに債務の処理を行う。

－ 6 －



2025/02/26 11:44:10 / 24165668_株式会社アシックス_招集通知

業務の適正を確保するための体制

(2) 内部統制システムの運用状況の概要
　当社は、上記のとおり、「内部統制基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備して
おります。当該基本方針について毎年見直しを行うとともに、適宜取締役会に報告し、より適切な内部
統制システムの構築に努めています。また、内部統制システムの運用上の問題点について、是正・改善
し、必要に応じて再発防止の取組みを実施いたしました。
　引き続き取締役会の実効性を高めるため、取締役会の重要案件の事前説明及び重点討議事項の経過・
進捗報告強化、社外取締役と執行役員及び次世代リーダー候補の意見交換の継続強化など、取締役会の
効率的な運営を促進いたしました。また、株主の皆様のご意見を反映するため、ＩＲ・ＳＲ活動報告強
化を継続いたしました。
　リスクマネジメントにつきましては、全社のビジネス戦略に伴う優先的に対応すべき新規リスクの特
定・分析・損失回避策の確認を行い、並びに、継続リスクについては半期に一度リスク低減プロセスの
進捗アセスメントを行いました。なお、以上の取組みについて、リスクマネジメント委員会及び取締役
会にて報告いたしました。
　クライシスマネジメントにつきましては、危機管理担当役員を設置し、危機に発展する可能性のある
事件及び事故を認知した際には、クライシスマネジメント規程に定められた方法及び経路で速やかに会
長・社長へ報告を行うとともに、同規程にあらかじめ定められた緊急事態レベルに応じて、危機対策本
部を設置いたしました。引き続き不安的な中東情勢を受け、近接地域事業会社と連携し、万が一に備
え、退避シミュレーションを確認、有事の際のビジネスインパクトを継続的に確認するなど当社従業員
の安全確保、事業活動への影響が出ないよう関係者と密に連携を図りました。コンプライアンス経営の
強化を図るため、グローバルレベルでコンプライアンス委員会が中心となり、役員・従業員を対象に、
ハラスメント、に関するオンライン研修及び集合研修等の教育活動を実施いたしました。グローバル内
部通報システムにつきましては、通報案件の調査と是正措置を行いました。従業員のコンプライアンス
に関する浸透度を確認することを目的とし、グローバルレベルでのコンプライアンス意識調査を実施
し、その結果を分析し、対応課題の抽出をしたうえでアクションプランを策定いたしました。
　また、情報セキュリティ委員会が中心となり、グローバルサイバーセキュリティ組織による脆弱性の
可視化及び解消、インシデント対応の強化を実施しております。その他、情報セキュリティに関する意
識向上のため、情報セキュリティに関する毎年のオンライントレーニング及び理解度テストを実施する
とともに、メール訓練を実施いたしました。
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会社の支配に関する基本方針

(1)  会社の支配に関する基本方針の内容
　当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行わ
れる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれ
ば、これを一概に否定するものではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応
じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねら
れるべきものであると考えます。
　一方で、当社及び当社グループは、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先及び従業員等のステーク
ホルダーとの間に築かれた良好な関係を基本として、スポーツを核とした事業領域で当社が長年つち
かってきた「技術」、「製品」、「ブランド」に対する信頼こそが強みであり、これを維持し促進す
ることが当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると考えます。従って、当社の財務及
び事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現
することのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えま
す。

(2)  当社の状況及び企業価値向上に向けた取組み
　当社は、2030年までの10年間にわたる長期ビジョン「VISION2030」を策定しております。こ
れは、アシックスという会社が将来ありたい姿を長期的な視点で表したものです。
　当社の創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし」は、世界中の人々に心身ともに健康で幸せ
な生活を実現してほしい、という私たちの願いそのものを表しています。変わりゆく世界のなかで、
この創業哲学は、これからの社会、人々から、これまで以上に必要とされるものだと確信していま
す。当社はこの想いを引き続きコアとして守りながら、より広い視野で心身の健康向上に寄与するプ
ロダクト、サービス、環境を提供していきます。
　2030年とその先に向けて、当社は「プロダクト（パーソナライズされたプロダクト）」「ファシ
リティとコミュニティ（最適な環境や仲間とのつながり）」「アナリシスとダイアグノシス（パーソ
ナルデータに基づいたコーチング）」の３つの事業ドメインで事業を拡張していきます。
　また、すべての事業ドメインに共通して、「デジタル」「パーソナル」「サステナブル」の３つの
テーマを掲げています。進化を続けるデジタル技術を活用し、各個人に合わせてパーソナライズされ
た製品・サービスを、環境に配慮したサステナブルな手法で開発・提供していきます。
　これら３つのテーマを通じて、３つの事業ドメインを単独で成長させつつ、それぞれの事業ドメイ
ンが交わることで相乗効果を生み出し、価値の最大化をはかります。あらゆる角度からお客さま一人
ひとりに最適な価値を提供することで、質の高いライフスタイルの実現に貢献することを目指しま
す。
　加えて、当社は、創業の精神「ASICS SPIRIT」に基づき、株主、お客様、社会、従業員などのス
テークホルダーとの強い信頼関係を構築することで、当社グループを持続的に成長させ企業価値の長
期継続的な向上を目指しております。また、当社の創業哲学を具現化した「Sound Mind, Sound 
Body」というグループ共通の価値観の下、お客様に喜んでいただける魅力的でかつ地球環境にやさ
しいサステナブルな商品・サービスを提供し続けていくことで、持続可能な社会に貢献することを目
指しております。そのために、健全で透明性の高い経営を実現するためのコーポレートガバナンスを
構築し、経営の監督及び監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の
向上などに引き続き努めてまいります。
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(3) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配され
ることを防止するための取組み

　当社は、2023年１月24日開催の取締役会において、「当社株式の大規模な買付行為への対応方
針」を継続しないことを決議し、同対応方針の有効期間が満了する2023年３月24日開催の定時株主
総会終結の時をもって同方針を廃止いたしましたが、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する
おそれのある大規模な買付行為が行われる場合には、当該大規模な買付を行う者に対し、株主の皆様
がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求めるとともに、独立社外取
締役の意見を尊重した上で、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、そ
の時々において適切な措置を講じてまいります。

(4) 上記取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致
し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　上記の取組みは、上記の基本方針の実現のための、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上
に向けた取組みとなっております。したがって、当社は、上記の取組みは、上記の基本方針に沿い、
株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　以上に記載の金額、株式数及び数値の表示単位未満の端数は、とくに記載がない限り切り捨てて表示
しております。なお、割合については、小数点第２位または第３位を四捨五入して表示しております。

剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして認識しております。
「中期経営計画2026」において設定いたしました、中期経営計画期間内における連結総還元性向

50％を達成すべく、累進配当の継続を前提に利益配分を実施してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当（基準日６月30日）及び期末配当の年２回を基本としております。
当期の期末配当につきましては、売上高、営業利益ともに過去最高を記録したことから、１株につき

10円といたしたいと存じます。
これにより当期の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金10円（株式分割考慮後）を含め、

1株につき20円となります。
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株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 23,972 15,836 147,561 △9,717 177,653

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △14,562 △14,562
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 63,806 63,806

自 己 株 式 の 取 得 △35,014 △35,014
自 己 株 式 の 処 分 △8 26 17
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － △8 49,243 △34,988 14,246

当 期 末 残 高 23,972 15,827 196,805 △44,706 191,899

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 3,480 2,241 22,304 △871 27,155 271 1,720 206,801

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △14,562
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 － 63,806

自 己 株 式 の 取 得 － △35,014
自 己 株 式 の 処 分 － 17
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △3,164 10,290 6,911 △56 13,980 △17 △70 13,892

連結会計年度中の変動額合計 △3,164 10,290 6,911 △56 13,980 △17 △70 28,139

当 期 末 残 高 315 12,532 29,215 △928 41,135 254 1,650 234,940

連結株主資本等変動計算書
（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連　結　注　記　表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　　　　　　　57社

主要な連結子会社の名称
　事業報告の「①企業集団の現況に関する事項　(4) 重要な親会社および子会社の状況」に
記載しているため、省略しております。
　前連結会計年度において連結子会社であった２社は清算したため、連結の範囲から除いて
おります。
　また、当連結会計年度において連結子会社を新たに２社設立したため、連結の範囲に含め
ております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称

亜瑟士商事股份有限公司
連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社はいずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしてい
ないため、連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

　該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社等の名称
（非連結子会社）

亜瑟士商事股份有限公司
持分法を適用しない理由
　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　移動平均法による原価法、ただし、債券につきまして
は償却原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ
の出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券
とみなされるもの）については、組合契約に規定され
る決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法

② デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ 　時価法
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③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産除く）

当社及び国内連結子会社は、定率法
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては、定額法
　在外連結子会社は、定額法
　なお、主要な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　・・・・３年～50年
機械装置及び運搬具・・・・２年～17年
工具、器具及び備品・・・・２年～20年

② 無形固定資産（リース資産除く）
定額法
　自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間（10年以内）に基
づく定額法
　また、企業結合によって資産及び負債を時価にて再評価したことにより計上した無形固定
資産の主なものにはブランド、顧客基盤などがあり、償却年数は６年～20年であります。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
使用権資産

リース期間に基づく定額法
(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
　当社及び国内連結子会社は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に債権の回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社は主として個別判定で計上すること
にしております。

② 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担
額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。

① 商品及び製品の販売
　スポーツ用品等販売事業においては、主にスポーツ用品等の製造及び販売を行っておりま
す。このような商品及び製品の販売については、顧客と合意した地点に商品及び製品が到着し
た時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。

② ランニングサービス事業
　ランニングサービス事業においては、各種スポーツイベントへのエントリー登録に係るプラ
ットフォーム運営やスポーツイベントの運営及び運営受託を行っております。
　エントリー登録に係るプラットフォーム運営については、主にスポーツイベントの参加料を
受領した時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。
　また、スポーツイベントの運営及び運営受託については、スポーツイベントの開催が完了し
た時点で、履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。
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③ スポーツ施設運営事業
スポーツ施設運営事業においては、主に長期のスポーツ施設の運営及び運営受託を行ってお

ります。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務を提
供する期間にわたり収益を認識しております。

(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額
に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしております。なお、一部の連結子会社は発生連結会計年度より費用処理するこ
ととしております。
小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

② 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等につきましては、振当処理の要件を満
たしている場合には、振当処理を行っております。
　また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につきましては、特例処理を採用しており
ます。
ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段
　デリバティブ取引（為替予約取引、通貨オプション取引、金利スワップ取引）
ヘッジ対象
　為替予約及び通貨オプションにつきましては、主に外貨建輸入取引の為替変動リスクを、
金利スワップにつきましては、資金調達取引の金利変動リスクをヘッジ対象としておりま
す。

ヘッジ方針
　当社グループは、主に製品の輸入による買入債務等の為替レート変動によるリスクをヘッジ
する目的で外国為替の実需の範囲内で為替予約取引及び通貨オプション取引を行うものとして
おります。
　また、借入金及び社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワッ
プ取引を行うものとしております。
ヘッジの有効性評価の方法
　為替予約につきましては、過去の取引実績及び今後の取引の実行可能性を総合的に勘案し、
ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。
　金利スワップ及び通貨オプションにつきましては、原則として、ヘッジ開始時から有効性判
定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計額とヘッジ手段の
キャッシュ・フローの変動の累計額とを比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契約
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繰延税金資産 4,048百万円

のれん 5,964百万円

の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合につきましては有効性の判定を
省略しております。

③ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却につきましては、発生年度以降20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等

償却しております。
④ グループ通算制度の適用

当社及び一部の連結子会社はグループ通算制度を適用しております。

５．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌
連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

繰延税金資産の認識に際しては、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積
り、金額を算定しております。
b．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

将来獲得しうる課税所得の基礎となる将来の事業計画には現在の経営環境と今後の見通しを
踏まえた売上予測や販管費コントロールの見込みが含まれ、経営者の判断を伴う主要な仮定に
より影響を受けます。

主要な仮定は、成長率及び主要な国内販売子会社であるアシックスジャパン株式会社の見込
販売数量や販売価格であります。
c．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

経営者は、上記の仮定は妥当なものと考えておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の
結果によって影響を受ける可能性があり、将来の課税所得の結果が予測・仮定と異なる場合
は、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

(2) のれん
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法及び主要な仮定

当社グループは、国内外でレース登録プラットフォームを提供する会社の株式を取得し、取
得原価を企業結合日における識別可能な資産及び負債に配分し、差額としてのれん等を算定し
ております。

のれん等は、毎期、事業環境の変化や業績の悪化などに基づき、減損の兆候の判定を行いま
す。減損の兆候があると判断された場合、事業計画を基礎として割引前将来キャッシュ・フロ
ーを見積り、これが帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識することとしております。
b．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

経営者は、上記の仮定は妥当なものと考えておりますが、将来の不確実な経済条件の変動に
より影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合にはのれん等の金額に重要
な影響を与える可能性があります。
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２．有形固定資産の減価償却累計額 65,941百万円

受取手形 8,132百万円
売掛金 66,572百万円

４．流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 2,415百万円

用途 場所 種類 金額
（百万円）

店舗資産 北米・東南アジア等
建物及び構築物・

工具、器具及び備品・
リース資産等

952

その他 北米・日本等 工具、器具及び備品・
ソフトウエア等 1,066

合計 － － 2,019

連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産

　第三者の借入金等に対して、投資有価証券302百万円を担保に供しております。

３．顧客との契約から生じた債権の残高は以下のとおりです。

連結損益計算書に関する注記
１．減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

　当社グループの店舗の資産につきましては、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店
舗ごとに資産のグルーピングを行っております。また、売却予定の資産などにつきましては、物件
ごとにグルーピングしております。
　店舗につきましては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当該資
産の回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額としております。正味売却価
額は売却見込額により算定しており、売却見込額を零と見込んでいる場合には、正味売却価額を零
として帳簿価額の全額を減額しております。使用価値は将来キャッシュ・フロー（割引率は9.0～
11.0％）に基づき算定しております。
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用途 場所 種類 金額
（百万円）

事業用資産 日本 建物及び構築物・
工具、器具及び備品 1,674

３．売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 678,526百万円

２．移転関連損失
　当社の本社移転を決定したことにより、退去に伴い発生する減損損失及び資産除去債務などを移
転関連損失として2,030百万円を特別損失に計上しております。
　移転関連損失の内訳は減損損失1,674百万円及び資産除去債務355百万円であります。
　当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしました。

　当連結会計年度において、本社移転の意思決定に伴い、事業用資産について将来の使用が見込め
なくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、移転関連損失として特別損失に計上してお
ります。その内訳は、建物及び構築物1,671百万円、工具、器具及び備品３百万円であります。な
お、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、零として評価しております。
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株 式 の 種 類
当 連 結 会 計
年度期首の株式数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計
年 度 末 の 株 式 数

（株）

普 通 株 式 189,870,559 569,611,677 － 759,482,236

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計
年度期首の株式数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

（株）

当 連 結 会 計
年 度 末 の 株 式 数

（株）

普 通 株 式 6,634,589 37,129,347 23,430 43,740,506

決　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基　準　日 効力発生日

2024年３月22日
定時株主総会 普通株式 7,329 40.0 2023年12月31日 2024年３月25日

2024年８月13日
取締役会 普通株式 7,232 40.0 2024年６月30日 2024年９月５日

決議予定 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基　準　日 効力発生日

2025年３月28日
定時株主総会 普通株式 7,157 利益剰余金 10.0 2024年12月31日 2025年３月31日

普通株式 553,200株

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式数の総数に関する事項

（注）2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割を実施したことによ
り、発行済株式の総数は569,611,677株増加しております。

２．自己株式の数に関する事項

（注）１. 2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割を実施したこと
により、自己株式の数は27,144,369株増加しております。

２. 普通株式の自己株式の株式数の増加9,984,978株は、取締役会決議による自己株式取得
による増加9,975,900株、譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得による増加
6,112株及び単元未満株式の買取請求による増加2,966株であります。

３. 普通株式の自己株式の株式数の減少23,430株は、新株予約権の行使による減少23,400
株及び単元未満株式の売渡請求による減少30株であります。

３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

（注）2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割を実施しました。
上記については、株式分割前の株式数を基準に算定しております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

４．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

（注）2024年７月１日付で行った普通株式１株につき４株とする株式分割により、「新株予約権
の目的となる株式の数」は調整されております。

－ 17 －
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社および当社グループは、資金計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を
調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資
金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用
しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しております。また、海外で事
業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクを有しておりますが、先物為
替予約等を利用してヘッジしております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動
リスクを有しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一
部外貨建てのものにつきましては、為替の変動リスクを有しておりますが、先物為替予約等を利
用してヘッジしております。
　借入金および社債は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済
日および償還日は決算日後４年以内であります。
　デリバティブ取引は、主に製品の輸入による買入債務等の為替レート変動によるリスクをヘッ
ジする目的で、外国為替の実需の範囲内で為替予約取引等を行うものとしております。
　また、借入金および社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワッ
プ取引を行うものとしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ
方針、ヘッジの有効性の評価方法等につきましては、前述の連結計算書類作成のための基本とな
る重要な事項に関する注記等「４．会計方針に関する事項（5）重要なヘッジ会計の方法」をご
参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社及び当社グループは、営業債権につきまして、各販売部門における管理部門が主要な取
引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財
務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　債券投資につきましては、「グローバル財務ガバナンス規程」、取引権限等を定めた「職務
権限規程」において定められた権限の中で決裁を得るものとしており、かつ主に格付の高い債
券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。
　当社及び当社グループのデリバティブ取引の相手先は、信用度の高い国際的な金融機関等に
限られており、相手方の債務不履行によるリスクはほとんどないものと判断しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社及び当社グループは、デリバティブ取引に関して、「デリバティブ取引管理基準」及び
「グローバル財務ガバナンス規程」、取引権限等を定めた「職務権限規程」を社内規程として
整備し、運用しております。
　取引の実行及び管理につきましては、これらの社内規程に基づき、経理財務部門にて行って
おりますが、実行担当者と管理担当者を分離し、取引内容、取引残高及び運用の管理を行って
おります。
　また、取引の内容等につきましては、適宜管掌役員より経営会議に報告されております。
　有価証券及び投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状
況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
ます。
　なお、一部の連結子会社におけるデリバティブ取引、有価証券及び投資有価証券につきまし
ては、「職務権限規程」に基づく決裁により取引を実行しており、あわせて管理部門において
定期的な管理・報告がなされております。

－ 18 －
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 102 102 －

資産計 102 102 －

(2) 社債
（１年内償還予定のものも含む） 60,000 59,576 △423

(3) リース債務
（１年内返済予定のものも含む） 54,776 46,856 △7,920

(4) 長期借入金
（１年内返済予定のものも含む） 2,500 2,500 －

負債計 117,276 108,932 △8,344

デリバティブ取引（＊3） 19,259 19,259 －

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 751

投資事業組合出資金等 2,659

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社及び当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・
更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定におきましては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「２．金融商品の時価等に関す
る事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等につきましては、その金額自体がデリバテ
ィブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2024年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額につきましては、次のとおりです。

（単位：百万円）

（＊1）現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるもの
であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

（＊2）市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（＊3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 － － － －

社債 － － 102 102

資産計 － － 102 102

デリバティブ取引計（＊） － 19,259 － 19,259

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 59,576 － 59,576

リース債務 － 46,856 － 46,856

長期借入金 － 2,500 － 2,500

負債計 － 108,932 － 108,932

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）１. 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて
いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
　一方で、当社が保有している社債は、入手できる最良の情報に基づく観察できないイ
ンプットを用いて算定した時価をもって連結貸借対照表価額としているため、その時価
をレベル３に分類しております。
デリバティブ取引
　観察可能な市場情報に基づく重要なインプット及び取引先金融機関から入手した時価
情報により算出しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
社債
　当社の発行する社債の時価につきましては、元利金の合計額を当該社債の残存期間及
び信用リスクを加味した利率で割り引いて算出しており、その時価をレベル２に分類し
ております。
リース債務
　リース債務の時価につきましては、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する
場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り引いて算出しているため、その時価をレベ
ル２に分類しております。
長期借入金
　長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合
に想定される利率で割り引いて算出しており、その時価をレベル２に分類しておりま
す。

２. 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の時価
に関する情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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報告セグメント

その他 合計 調整額 合計
日本地域 北米地域 欧州地域 中華圏

地域
オセアニ

ア
地域

東南・
南アジア

地域
その他
地域 計

スポーツ用品等販売事業 124,780 135,040 179,359 100,431 42,978 37,152 44,839 664,582 － 664,582 － 664,582

ランニングサービス事業 11,451 11,451 － 11,451

スポーツ施設運営事業 － － － － － － － － 2,225 2,225 － 2,225

その他（注） － － － － － － － － － － 267 267

顧客との契約から
生じる収益 124,780 135,040 179,359 100,431 42,978 37,152 44,839 664,582 13,677 678,259 267 678,526

外部顧客に対する売上 124,780 135,040 179,359 100,431 42,978 37,152 44,839 664,582 13,677 678,259 267 678,526

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは「日本」「北米」「欧州」「中華圏」「オセアニア」「東南・南アジア」及び
「その他」の７つの報告セグメントに区分しております。当該報告セグメントは、取締役会が経営
資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としております。そのた
め、これらの報告セグメントで計上する収益を売上高として表示しております。また、事業別の収
益は、事業区分に基づき分解しております。これらの分解した収益とセグメント売上高との関連
は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注）「その他」は、製造子会社などから生じる収益であります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
① 商品及び製品の販売

スポーツ用品等販売事業においては、主にスポーツ用品等の製造及び販売を行っております。
このような商品及び製品の販売については、顧客と合意した地点に商品及び製品が到着した時点
で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。

取引価格を算定するに当たり、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に受け取ると見
込まれる金額から返品、値引及びリベートなどの金額を控除して測定しております。

返品及び値引については、将来発生し得ると考えられる予想金額を、過去実績に基づく返品率
及び値引率から算定し、収益より控除する方法を用いて取引価格を算定しております。この結
果、返品に係る負債及び値引に係る負債を認識し、重要な戻入れが生じない可能性が高い範囲で
のみ収益を認識しております。リベートについては、取引の対価の変動部分を見積り、認識した
収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。

有償支給取引では、顧客との契約において約束された対価から、有償受給取引において顧客に
支払われる対価を控除した金額で測定しております。

なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な
金融要素は含んでおりません。

② ランニングサービス事業
ランニングサービス事業においては、各種スポーツイベントへのエントリー登録に係るプラッ

トフォーム運営やスポーツイベントの運営及び運営受託を行っております。
エントリー登録に係るプラットフォーム運営については、主にスポーツイベントの参加料を受

領した時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。
また、スポーツイベントの運営及び運営受託については、スポーツイベントの開催が完了した

時点で、履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得

ると見込んでいる対価の金額で測定しており、重要な変動対価はありません。
なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な

金融要素は含んでおりません。
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当連結会計年度期首 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 65,593 74,705

契約負債 1,985 2,415

１．１株当たり純資産額 325円59銭
２．１株当たり当期純利益 88円30銭

③ スポーツ施設運営事業
スポーツ施設運営事業においては、主に長期のスポーツ施設の運営及び運営受託を行っており

ます。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務を提供す
る期間にわたり収益を認識しております。

取引価格の算定については、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得
ると見込んでいる対価の金額で測定しており、重要な変動対価はありません。

なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な
金融要素は含んでおりません。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約により生じた契約残高等

　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下のとおりです。
（単位：百万円）

　契約負債は、主に、ランニングアプリ利用料を顧客から一括で受領することによる前受収益や
顧客に付与したポイントのうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。契
約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　なお、当期中の契約負債の残高の重要な変動や過去の期間に充足した履行義務から当連結会計
年度に認識した収益に重要な事項はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な取引がない
ため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込ま
れる期間の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含
まれていない重要な金額はありません。

賃貸等不動産に関する注記
　重要性が乏しいため記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

（注）2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。
そのため、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び
１株当たり当期純利益を算定しております。
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重要な後発事象に関する注記
自己株式の取得

当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号及び当社定款第
39条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由
今後も持続的な利益成長が見込まれることやキャッシュ・フローなどを総合的に勘案し、中期経営

計画2026で掲げる資本水準の最適化及び株主還元方針に基づくものです。これは一般財団法人設立
のための自己株式処分に伴う株式希薄化への、昨年８月に続く追加的な対応を兼ねるものです。

なお、買付手法については株価水準を考慮しつつ、買付株数を調整する方法を採用します。

２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類　　普通株式
（２）取得しうる株式の総数　7,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：0.98％）
（３）株式の取得価額の総額　20,000百万円（上限）
（４）取得期間　　　　　　　2025年２月17日～2025年９月30日
（５）取得方法　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

自己株式の消却
当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消

却を行うことを決議いたしました。

１．自己株式の消却を行う理由
将来の潜在的な株式希薄化懸念の払拭のため。

２．消却に係る事項の内容
（１）消却する株式の種類　　　普通株式
（２）消却する株式の総数　　　25,000,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合　3.29％）
（３）消却予定日　　　　　　　2025年２月28日
（４）消却後の発行済株式総数　734,482,236株（自己株式含む）
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一般財団法人の設立並びに第三者割当による自己株式の処分について
当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、創業の理念実現のために一般財団法人ASICS 

Foundation（以下、「本財団」という。）を設立することを決議しました。また、本財団の活動を
継続的、安定的に支援することを目的とし、第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決
議いたしました。

なお、本自己株式の処分につきましては、2025年３月28日開催予定の第71回定時株主総会の承認
を条件として実施するものといたします。

１．本財団の設立について
（１）財団設立の目的

当社は、スポーツを通して心身ともに健康的に成長することを支援し、社会に貢献したいと
いう想いから創業しました。その想いは創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし－ 
"Anima Sana In Corpore Sano"」として受け継がれ、私達の事業活動の全ての根幹になって
います。

当社が2030年にあるべき姿として策定したVISION2030「誰もが一生涯、運動・スポーツ
に関わり、心と体が健康で居続けられる世界の実現」に向けて、事業活動である製品・サービ
スの販売を通じた人々の心身の健康への貢献にとどまらず、運動・スポーツに関わる社会課題
に取り組むことで、より多くの人々の心身の健康に貢献することが当社の使命であるとの想い
から、本財団の設立を決定いたしました。

本財団は、社会的または経済的に困難な状況にある青少年、障がい者、女性などに対する運
動・スポーツを通した支援を提供する団体への助成などを行い、当面は、海外の当社事業や生
産拠点がある地域・国など（ベトナム、インドネシア、インドなど）や日本での取組みを予定
しております。

当社の想いを共有する本財団の活動を通じ、より多くの人々が運動・スポーツを楽しむこと
で、心身ともに健康になる社会を実現し、アシックスグループの企業価値向上を図りたいと考
えております。

（２）財団の概要
① 名称：一般財団法人 ASICS Foundation
② 所在地：神戸市中央区三宮町一丁目２番４号 大和神戸ビル
③ 理事長：甲田　知子

（当社常務執行役員 管掌：マーケティング、スポーツマーケティング、
パラスポーツ企画）

④ 活動内容：・グローバルで、社会的または経済的困難な状況にある青少年、障がい者、
女性などへ、運動・スポーツを通した支援を提供する団体への助成

・その他本財団の目的を達成するために必要な事業
⑤ 活動原資：年間約150百万円（予定）

（注）設立時に当社から寄付金３百万円を拠出する予定ですが、２．の自己株式
の処分により割り当てられる当社株式の配当を加えて活動原資といたしま
す。

⑥ 設立年月：2025年４月（予定）
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２．自己株式の処分について
（１）処分要領

① 処分期日：2025年５月15日
ただし、手続き上の理由などによりこれを変更する必要が生じた場合には、当
社取締役会の決議において決定いたします。

② 処分株式数：普通株式　7,000,000株
③ 処分価額：１株につき１円
④ 調達資金の額：7,000,000円
⑤ 募集又は処分方法：第三者割当による処分
⑥ 処分予定先：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
⑦ その他：本自己株式の処分については、2025年３月28日開催予定の当社第71回定時株主

総会において上程予定の「一般財団法人 ASICS Foundationの活動支援を目的と
した第三者割当による自己株式の処分の件」(特別決議)の承認を条件とします。

（２）処分の目的およびその理由
本財団は、現時点で以下の活動を予定しております。当社は、本財団の活動を継続的、安定

的に支援することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に繋がるもの
と考えております。
① 活動内容：運動・スポーツを通した支援を提供する団体への助成など
② 活動のターゲット：社会的または経済的に困難な状況にある青少年、障がい者、女性など
③ 活動地域：当面は、海外の当社事業や生産拠点がある地域・国など（インドネシア、ベト

ナム、インドなど）や日本を想定
④ 実施予定の具体的な活動例：運動・スポーツを通した支援を提供する団体への助成などを

通じて以下を実施予定
(1)ソフトインフラの整備

・スポーツの普及活動
・スポーツ大会、イベントなどの開催
・スポーツプログラムの実施
・指導者の育成
・スポーツコンテンツの開発

(2)ハードインフラの整備
・学校や公園のグラウンド・スポーツ施設などの整備
・スポーツ用品の提供

⑤ 企業価値向上との関係：本財団の活動によりターゲット層のスポーツへのアクセシビリテ
ィを向上させることで、以下の企業価値向上に貢献

(1)創業哲学の実現を通したブランド価値向上
(2)活動発信によりブランドへの共感創出を通じたブランド

プリファレンス向上
(3)行政やスポーツコミュニティとのネットワーク構築
(4)活動地域におけるスポーツ文化の醸成を通じたスポーツ

市場の成長
(5)財団活動が従業員による当社グループへの共感の創出に

繋がることで、競争力のある人財の獲得、従業員の保持
及び従業員エンゲージメントの向上の実現
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以上を踏まえ、本財団の継続的、安定的な活動のために必要な活動原資を、当社株式の配当によ
り拠出することを可能とするために、本自己株式の処分を実施するものです。本自己株式の処分にあ
たり、当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者、日本マスタートラスト信託銀行株式会社を共同
受託者、本財団を受益者とする他益信託（以下、「本信託」という。）を設定し、本信託は当社株式
を取得します。本信託は当社株式の配当などの信託収益を本財団に交付し、本財団は当該信託収益を
原資として活動します。本自己株式の処分は、本財団の活動原資を拠出するために設定される本信託
に対し行うものです。
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貸 借 対 照 表（2024年12月31日現在）
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資　　産　　の　　部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

84,557
68,023
9,055

0
51

1,557
2,075
3,297
496
△1

84,459
10,982
5,982
242
65
334
4,066
185
106

21,815
48
0

16,731
710
4,325

51,661
430

41,132
0

3,240
6,990
350
1,025
4,300
563

△6,372 　

（負　　債　　の　　部）

流 動 負 債 70,525

支 払 手 形 417

買 掛 金 1,155

短 期 借 入 金 2,500

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 25,000

リ ー ス 債 務 413

未 払 金 1,126

未 払 費 用 10,434

未 払 法 人 税 等 658

預 り 金 28,784

そ の 他 34

固 定 負 債 37,698

社 債 35,000

リ ー ス 債 務 510

退 職 給 付 引 当 金 1,539

そ の 他 647

負 債 合 計 108,223

（純　 資　 産　 の　 部）

株 主 資 本 60,550

資 本 金 23,972

資 本 剰 余 金 6,345

資 本 準 備 金 6,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 345

利 益 剰 余 金 74,747

そ の 他 利 益 剰 余 金 74,747

別 途 積 立 金 8,000

圧 縮 積 立 金 1,272

繰 越 利 益 剰 余 金 65,475

自 己 株 式 △44,515

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △12

その他有価証券評価差額金 △12

新 株 予 約 権 254

純 資 産 合 計 60,793

資 産 合 計 169,017 負 債 ・ 純 資 産 合 計 169,017

計算書類
(単位：百万円)

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

営 業 収 益

営 業 収 益

ロ イ ヤ ル テ ィ 収 入 等 39,638

そ の 他 の 営 業 収 入 等 940 40,578

営 業 費 用 43,556

営 業 損 失 △2,977

営 業 外 収 益

受 取 利 息 669

受 取 配 当 金 53,140

受 取 賃 貸 料 332

移 転 価 格 税 制 調 整 金 1,460

為 替 差 益 32

そ の 他 71 55,707

営 業 外 費 用

支 払 利 息 145

社 債 利 息 236

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,839

賃 貸 収 入 原 価 294

そ の 他 866 3,382

経 常 利 益 49,347

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,523 6,523

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2

固 定 資 産 売 却 損 0

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1

移 転 関 連 損 失 2,030 2,034

税 引 前 当 期 純 利 益 53,837

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,010

法 人 税 等 調 整 額 △2,174 △1,164

当 期 純 利 益 55,001

(単位：百万円)

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資　本　金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別途積立金 圧縮積立金 繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 23,972 6,000 354 6,354 8,000 1,283 25,025 34,308 △9,526 55,109

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩 － △10 10 － －

剰余金の配当 － △14,562 △14,562 △14,562

当 期 純 利 益 － 55,001 55,001 55,001

自己株式の取得 － － △35,014 △35,014

自己株式の処分 △8 △8 － 26 17

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) － － －

事業年度中の変動額合計 － － △8 △8 － △10 40,449 40,439 △34,988 5,441

当 期 末 残 高 23,972 6,000 345 6,345 8,000 1,272 65,475 74,747 △44,515 60,550

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 3,246 3,246 271 58,627

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 － △14,562

当 期 純 利 益 － 55,001

自己株式の取得 － △35,014

自己株式の処分 － 17

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) △3,258 △3,258 △17 △3,275

事業年度中の変動額合計 △3,258 △3,258 △17 2,165

当 期 末 残 高 △12 △12 254 60,793

株主資本等変動計算書
（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法、ただし、債券については償
却原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産除く）

定率法
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物につきましては、定額法
　なお、主要な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　・・・・２年～50年
機械装置及び運搬具・・・・２年～12年
工具、器具及び備品・・・・２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産除く）
定額法
　自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間（10年以内）に基づ
く定額法

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　売上債権などの貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しておりま
す。

(2) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に
よる定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することと
しております。
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４．収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
(1) ライセンスの供与

　当社の知的財産に関するライセンスを含む商品を、ライセンス先の企業が販売することにより
ロイヤルティ収入が生じております。ロイヤルティ収入は、ライセンス先の企業の売上高に基づ
いて生じるものであり、ライセンス先の企業において当該商品が販売された時点で収益を認識し
ております。

(2) コミッション収入
　子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時
点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務などにつきましては、振当処理の要件を満
たしている場合には、振当処理を行っております。
　また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につきましては、特例処理を採用しておりま
す。
ヘッジ手段とヘッジ対象
①　ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引、通貨オプション取引、金利スワップ取引）
②　ヘッジ対象
　為替予約及び通貨オプションにつきましては、主に外貨建輸入取引の為替変動リスクを、金利
スワップにつきましては、資金調達取引の金利変動リスクをヘッジ対象としております。
ヘッジ方針
　当社は、主に材料の輸入による買入債務などの為替レート変動によるリスクをヘッジする目的
で外国為替の実需の範囲内で為替予約取引及び通貨オプション取引を行うものとしております。
　また、借入金及び社債に係る金利の将来の変動に対する有効な管理手段として、金利スワップ
取引を行うものとしております。
ヘッジ有効性評価の方法
　為替予約におきましては、過去の取引実績及び今後の取引の実行可能性を総合的に勘案し、ヘ
ッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。
　金利スワップ及び通貨オプションにおきましては、原則として、ヘッジ開始時から有効性判定
時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計額とヘッジ手段のキャ
ッシュ・フローの変動の累計額とを比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契約の内容
などによりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合につきましては有効性の判定を省略し
ております。

(2) 退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法
は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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２．有形固定資産の減価償却累計額 17,296百万円

アシックスアメリカコーポレーション 4,051百万円
合　　計 4,051百万円

短期金銭債権 11,795百万円
短期金銭債務 30,760百万円

営業収益 ４0,421百万円
その他の営業取引高 380百万円
営業取引以外の取引高 57,342百万円

株式の種類 当事業年度期首の
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 6,634,589 37,129,347 23,430 43,740,506

６．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に
係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　繰延税金資産の回収可能性
　(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　　繰延税金資産 4,300百万円
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表　５．会計上の見積りに関する注記　(1) 繰延税金資産の回収可
能性」に記載した内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産

　第三者の借入金等に対して、投資有価証券302百万円を担保に供しております。

３．保証債務
　子会社のリース取引に対し、保証を行っております。

リース取引に対する債務保証

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）１. 2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割を実施したこと
により、自己株式の数は27,144,369株増加しております。

２. 普通株式の自己株式の株式数の増加9,984,978株は、取締役会決議による自己株式取得
による増加9,975,900株、譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得による増加
6,112株及び単元未満株式の買取請求による増加2,966株であります。

３. 普通株式の自己株式の株式数の減少23,430株は、新株予約権の行使による減少23,400
株及び単元未満株式の売渡請求による減少30株であります。
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繰延税金資産
関係会社株式評価損 8,034百万円
関係会社出資金評価損 1,477百万円
繰越外国税額控除等 1,969百万円
貸倒引当金 1,843百万円
退職給付引当金 471百万円
組織再編に伴う関係会社株式 6,021百万円
繰越欠損金 318百万円
その他 2,456百万円

繰延税金資産小計 22,592百万円
評価性引当額 △17,700百万円
繰延税金資産合計 4,891百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 560百万円
その他 30百万円

繰延税金負債合計 591百万円
差引：繰延税金資産純額 4,300百万円

固定資産－繰延税金資産 4,300百万円

法定実効税率 30.6％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金など永久に益金に算入されない項目 △4.3%
外国子会社配当金益金不算入 △24.5%
評価性引当額の増減 △1.8%
その他 △2.3%
税効果会計適用後の法人税負担率 △2.2%

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
　当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処

理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者との関係 取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高

子会社 アシックスジャパン株式会社 所有
直接100.0

ロイヤルティ等
の受取、支払代
行

ロイヤルティ等 5,960
未収入金 544

支払代行等 8,707

利息の支払 8 預り金 10,704

子会社 アシックス商事株式会社 所有
直接100.0

ロイヤルティの
受取、業務委託
手数料の支払

利息の支払 18 預り金 9,452

子会社 ア シ ッ ク ス ・ ベ ン チ ャ ー ズ
株 式 会 社

所有
直接100.0 金銭の貸付 利息の受取 5 短期貸付金 2,075

子会社 アシックス・スポーツコンプレックス
株 式 会 社

所有
直接100.0 金銭の貸付 利息の受取 9 長期貸付金 3,906

子会社 アシックスアメリカコーポレーション 所有
間接100.0

ロイヤルティ等
の受取

ロイヤルティ等 8,859
売掛金 756

債務保証 4,051

子会社 アシックスヨーロッパB.V. 所有
直接100.0

ロイヤルティ等
の受取 ロイヤルティ等 10,517 売掛金 717

子会社 亞 瑟 士 （ 中 国 ） 商 貿
有 限 公 司

所有
間接100.0

ロイヤルティ等
の受取 ロイヤルティ等 5,243

売掛金 1,227

預り金 5,386

子会社 ア シ ッ ク ス ブ ラ ジ ル
リ ミ タ ー ダ

所有
間接100.0

ロイヤルティ等
の受取 ロイヤルティ等 1,041 売掛金 3,589

子会社. ASICS Technology B .V. 所有
直接100.0

ソフトウエア開
発の業務委託 業務委託手数料 7,650 未払費用 720

１．１株当たり純資産額 84円58銭
２．１株当たり当期純利益 76円11銭

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 日本地域の子会社に対する資金の貸付及び預りにつきましては、当社が資金の一元管理を行っております。また、

資金の決済が随時行われており、取引金額としての把握が困難であるため、当事業年度末の残高のみ記載してお
り、取引金額には利息の受取額及び支払額を記載しております。

(2) 利息の受取及び支払につきましては、市場金利を勘案し利率を決定しております。
(3) アシックス・スポーツコンプレックス株式会社に対する貸付については、3,098百万円の貸倒引当金を計上してお

ります。また、当事業年度において1,295百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
(4) 債務保証は、リース取引に関するものであります。
(5) アシックスブラジルリミターダに対する取引金額には、当社が代理人として行った取引を含んでおります。当該取

引金額については純額で表示しております。

収益認識に関する注記
　収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に
関する注記」の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

１株当たり情報に関する注記

（注）2024年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。
そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株
当たり当期純利益を算定しております。
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重要な後発事象に関する注記
　連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、記載を省略しております。
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会計監査人の監査報告書　謄本

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 笹山　直孝
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 徳野　大二

独立監査人の監査報告書
２０２５年２月１９日

株式会社アシックス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アシックスの２０２４年１月１日から２０２４年１２月３１日までの第
７１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計
算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員
会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明す
るものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理
的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場
合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な
発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

監査報告書
会計監査人の監査報告書　謄本
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